
Ｑ１：なぜ、加美町は詳細調査受け入れを拒否しているのですか？Ｑ１：なぜ、加美町は詳細調査受け入れを拒否しているのですか？

Ａ-１：まず、候補地の田代岳がどのような場所なのかご説明します。
■標高は約600m、かつて農林水産省が二ツ石ダムを建設したときの採石場の跡地で、すり鉢状
の形をしています。実際には岩質がもろかったため、ダム堤体の一部にしか使うことができなかっ
たようです。
■山形県境まで約２㎞で、強風が吹く場所です。この場所に焼却炉を建設するのは大変危険です。
　事実、福島県鮫川村にある環境省の実証実験施設（焼却炉）で昨年８月に爆発事故を起こし、
放射性セシウムの放出が懸念されました。
■地すべり地帯に囲まれています。既に、田代岳の法

のり

面
めん

と東側斜面では崩落も起きています。こ
の一帯は、昔から「山が動いている」と、地元で言われています。
■近くには農業用ダムの二ツ石ダムと岩堂沢ダムがあり、約２万haの農地を潤しています。この
場所に最終処分場が建設され、事故が起これば、下流域の大崎市、色麻町、美里町、涌谷町、松島町、
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８
月
４
日
、
仙
台
市
で
指
定
廃
棄
物
最
終
処
分
場
に

係
る
市
町
村
長
会
議
が
開
か
れ
ま
し
た
。
詳
細
調
査
受

け
入
れ
に
つ
い
て
、
推
進
す
る
意
見
を
述
べ
た
首
長
が

全
体
の
３
割
に
過
ぎ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
村

井
知
事
は
「
市
町
村
長
の
総
意
」
と
し
て
、
環
境
省
が

実
施
す
る
最
終
処
分
場
詳
細
調
査
の
県
内
受
け
入
れ
を

表
明
し
ま
し
た
。

　

８
月
20
日
、
井
上
環
境
副
大
臣
と
村
井
知
事
が
、
最

終
処
分
場
詳
細
調
査
の
実
施
受
け
入
れ
要
請
の
た
め
、

加
美
町
役
場
を
訪
れ
ま
し
た
。
猪
股
町
長
は
「
詳
細
調

査
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、
改
め
て
拒

否
す
る
こ
と
を
伝
え
ま
し
た
。

　

今
号
で
は
、
加
美
町
の
主
張
を
Ｑ
＆
Ａ（
質
問
と
回

答
）
形
式
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

井上環境副大臣に受け入れ拒否を伝える猪股町長（８月20日　加美町役場）
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Ｑ２：調査を受け入れた上で反対してはどうですか？Ｑ２：調査を受け入れた上で反対してはどうですか？

Ｑ3：指定廃棄物の保管がひっ迫しており、早く処分場を造る必要があるのでは
　　ありませんか？
Ｑ3：指定廃棄物の保管がひっ迫しており、早く処分場を造る必要があるのでは
　ありませんか？
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Ｑ4：国が安全と言っているのだから、安全な施設なのではありませんか？Ｑ4：国が安全と言っているのだから、安全な施設なのではありませんか？

Ｑ5：どうすればいいと考えているのですか？Ｑ5：どうすればいいと考えているのですか？
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田代岳の法面崩壊箇所を指しながら不適地であることを説明する
猪股町長　　　　　　　　　　　　　　　（６月16日　現地視察）



■真の解決に向けて■真の解決に向けて

Ｑ6：それでは、いやなものを福島の方に押し付けるのですか？Ｑ6：それでは、いやなものを福島の方に押し付けるのですか？
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福島県　119,052トン（82.9％）
栃木県　　10,499トン（　7.3％）
千葉県　　　3,663トン（　2.6％）
茨城県　　　3,532トン（　2.5％）
宮城県　　　3,271トン（　2.3％）
群馬県　　 1,186トン（　0.8％）

◆放射性指定廃棄物総量◆

この記事に関するお問合せ先　役場危機管理室　☎63－5264

1,000人が集まり処分場建設反対を訴えた緊急住民集会
（８月17日　バッハホール）


